
仕 様 書 
 
１．件名   非常食の購入 
 
２．納入期限 令和８年３月１７日（火） 
 
３．品目・規格数量及び保存年限 

 
 
納入数量 

       
 

４．納入場所  

 

品名 規格 数量 
契約若しくは 

納入時点の 
保存年限 

アルファ米（白飯） 100ｇ以上  500 食 
５年以上 アルファ米（五目ご飯） 100ｇ以上 150 食 

備蓄パン 100ｇ以上 24 食 
副食（さんま） 100ｇ以上  420 食 

２年８か月以上 副食（いわし） 100ｇ以上  420 食 
副食（やきとり） 75ｇ以上  312 食 
非常用飲料水 2ℓ 240 本 ５年以上 

品目 数量 仙台 青森 盛岡 秋田 山形 福島 
アルファ米（白飯） 500 食 250 50 50 50 50 50 
アルファ米（五目ご飯） 150 食 150 - - - - - 
備蓄パン 24 食 24 - - - - - 
副食（さんま） 420 食 270 30 30 30 30 30 
副食（いわし） 420 食 270 30 30 30 30 30 
副食（やきとり） 312 食 168 24 24 48 24 24 
非常用飲料水 240 本 144 18 18 24 18 18 

名称 住所 電話番号 
仙台管区気象台 仙台市宮城野区五輪1－3－15  仙台第３合同庁舎 022－297－8100 
青森地方気象台 青森市花園 1－17－19 017－741－7412 
盛岡地方気象台 盛岡市山王町 7－60 019－622－7869 
秋田地方気象台 秋田市山王 7－1－4   秋田第二合同庁舎 018－824－0376 
山形地方気象台 山形市緑町 1－5－77 023－624－1946 
福島地方気象台 福島市花園町 5－46 福島第二地方合同庁舎 024－534－6724 



 
５．検査 
 発注者が任命する検査職員が検査を行う。 

 
６．その他 
 （１）納入する物品は「３．品目・規格数量及び保存年限」のもの又は同等品以上

とし、同等品以上のものを納入する場合は事前に担当職員の了承を得ること。 
（２）納入する物品は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 

   （グリーン購入法）第六条第２項第２号の判断基準に適合すること。 
（３）本仕様に疑義が生じた場合は、担当職員の指示に従うこと。 

 
 


